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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱収縮性フィルムを基材とするラベルを少なくとも外周の一部に被覆して熱収縮する工
程を含む包装体の製造方法であって、
　熱収縮性フィルムが、熱収縮性ポリエステル系フィルムであり、
　熱収縮性フィルムの主収縮方向が長手方向であり、
　被覆されているラベルの単位厚み当たりの主収縮方向と直交する方向における直角引裂
強度が１００Ｎ／ｍｍ以上３００Ｎ／ｍｍ以下であり、被覆されているラベルの主収縮方
向と直交する方向の引張破壊強さが１６０ＭＰａ以上３００ＭＰａ以下であることを特徴
とする包装体の製造方法。
【請求項２】
　熱収縮性ポリエステル系フィルムのポリエステルを構成するジカルボン酸成分がテレフ
タル酸であり、ジオール成分がエチレングリコール、１－３プロパンジオール、１－４ブ
タンジオール、ネオペンチルグリコール、ヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジ
メタノールのうちの１種以上であることを特徴とする請求項１に記載の包装体の製造方法
。
【請求項３】
　熱収縮性ポリエステル系フィルムのポリエステルが、全ポリエステル樹脂中における多
価アルコール成分１００モル％中に非晶質成分となりうる１種以上のモノマー成分の合計
が１０モル％以上であり、非晶質成分となりうるモノマーが、ネオペンチルグリコール、
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１，４－シクロヘキサンジメタノールであることを特徴とする請求項１又は２に記載の包
装体の製造方法。
【請求項４】
　被覆されているラベルの主収縮方向と直交する方向の屈折率が１．５７０以上１．６０
０以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の包装体の製造方法。
【請求項５】
　被覆されているラベルの主収縮方向と直交する方向に沿って、ミシン目あるいは一対ノ
ッチが設けられたことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の包装体の製造方法。
【請求項６】
　未延伸フィルムを、テンター内で幅方向の両端際をクリップによって把持した状態でＴ
ｇ＋５℃以上Ｔｇ＋４０℃以下の温度で幅方向に２．５倍以上６．０倍以下の倍率で延伸
した後、積極的な加熱操作を実行しない中間ゾーンを通過させた後に、１００℃以上１７
０℃以下の温度で１．０秒以上１０．０秒以下の時間に亘って熱処理し、しかる後、フィ
ルムの表面温度が５０℃以下となるまで冷却する工程とフィルムの幅方向の両端縁のクリ
ップ把持部分を切断除去した後、長手方向に延伸し、しかる後、３０℃／秒以上７０℃／
秒以下の冷却速度でフィルムの表面温度が４５℃以上７５℃以下となるまで冷却すること
によって、ラベルに成形する前の熱収縮性フィルムが製造されていることを特徴とする請
求項１～５のいずれかに記載の包装体の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱収縮性フィルムによって形成されたラベルを被覆した包装体に関するもの
であり、詳しくは、被覆された熱収縮性フィルムからなるラベルの引き裂き具合が良好な
包装体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ガラス瓶やプラスチックボトル等の容器の外側に、内容物の保護、外観向上や内
容物の表示の目的で、プラスチックフィルムからなるラベルを被覆して熱収縮させた包装
体が多く見られるようになってきている。そして、そのようなラベル用の熱収縮性プラス
チックフィルムとしては、熱収縮性ポリエステル系フィルム、熱収縮性ポリスチレン系フ
ィルム、熱収縮性ポリオレフィン系フィルム、熱収縮性ポリ塩化ビニル系フィルム等が多
く使用されている。
【０００３】
　また、通常の熱収縮性プラスチックフィルムとしては、幅方向に大きく収縮させるもの
が広く利用されている。そのように幅方向が主収縮方向である熱収縮性プラスチックフィ
ルムは、幅方向への収縮特性を発現させるために幅方向に高倍率の延伸が施されているが
、主収縮方向と直交する長手方向に関しては、低倍率の延伸が施されているだけであるこ
とが多く、延伸されていないものもある。そのように、長手方向に低倍率の延伸を施した
のみのフィルムや、幅方向のみしか延伸されていないフィルムは、長手方向の機械的強度
が劣るという欠点がある。
【０００４】
　また、ボトルのラベルは、環状にしてボトルに装着した後に周方向に熱収縮させなけれ
ばならないため、幅方向に熱収縮する熱収縮性フィルムをラベルとして装着する際には、
フィルムの幅方向が周方向となるように環状体を形成した上で、その環状体を所定の長さ
毎に切断してボトルに装着しなければならない。したがって、幅方向に熱収縮する熱収縮
性フィルムからなるラベルを高速でボトルに装着するのは困難である。それゆえ、最近で
は、フィルムロールから直接ボトルの周囲に装着することが可能な長手方向に熱収縮する
フィルムが求められている。さらに、近年では、お弁当等の合成樹脂製の片開き容器の周
囲を帯状のフィルムで覆うことによって容器を閉じた状態で保持するラッピング方法が開
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発されており、長手方向に収縮するフィルムは、そのような包装用途にも適している。し
たがって、長手方向に収縮するフィルムは、今後、需要が飛躍的に増大するものと見込ま
れている。
【０００５】
　上記したような主収縮方向と直交する方向における機械的強度の不具合を解消するとと
もに、長手方向へ収縮する機能を発現させるべく、未延伸フィルムを長手方向（縦方向と
もいう）、幅方向（横方向ともいう）にそれぞれ２．０～５．０倍延伸した後に長手方向
に１．１倍以上再延伸することによって、長手方向への収縮性を発現させるとともに、長
手方向のヤング率および幅方向のヤング率をともに所定の値以上となるように調整した熱
収縮性ポリエステルフィルムが知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－２４４１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記した特許文献１の熱収縮性ポリエステルフィルムは、長手方向、幅
方向の機械的強度が良好であるものの、主収縮方向である長手方向への収縮性が必ずしも
十分であるとはいえない。すなわち、本発明者らが、特許文献１の熱収縮性ポリエステル
フィルムを得るべく、パイロットプラント（フィルム幅＝１．５ｍ）で追試を行ったとこ
ろ、得られた特許文献１の熱収縮性ポリエステルフィルムは、長手方向、幅方向において
ある程度の機械的強度を発現するものの、主収縮方向である長手方向への収縮性が必ずし
も十分であるとはいえず、長手方向の厚み斑が大きいことが分かった。また、常温下で一
定の時間に亘って放置した場合の自然収縮率が大きいため、製造されたロール状のフィル
ムにおいて巻き締まりが起こり、フィルムロールにシワが入り易い、という不具合がある
ことも分かった。さらに、上記追試により得られた熱収縮性ポリエステルフィルムは、主
収縮方向と直交する方向に沿って引き裂く場合の引き裂き性（開封性）が悪い、というこ
とも分かった。そして、そのような開封性の不良な熱収縮性ポリエステルフィルムからな
るラベルが被覆された包装体においては、主収縮方向と直交する方向にラベルを引き裂く
場合に抵抗が大きかったり、ラベルが伸びて上手く引き裂くことができなかったり、ミシ
ン目がある場合にはミシン目とは異なる位置で引き裂かれてしまったりする等の不具合が
生じることが分かった。
【０００８】
　本発明の目的は、上記特許文献１の熱収縮性ポリエステルフィルムが有する問題点を解
消し、主収縮方向である長手方向への収縮性が高く、主収縮方向と直交する幅方向におけ
る機械的強度が高い上、製造されたロール状のフィルムにおいて巻き締まりが起こらず、
フィルムロールにシワが入りにくく、開封性が良好な熱収縮性フィルムを提供するととも
に、そのような熱収縮性フィルムからなるラベルが被覆されており、当該ラベルの引き裂
き具合が良好な包装体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる本発明のうち、請求項１に記載された発明は、熱収縮性フィルムを基材とするラ
ベルを少なくとも外周の一部に被覆して熱収縮する工程を含む包装体の製造方法であって
、被覆されているラベルの主収縮方向と直交する方向のエルメンドルフ引裂荷重および主
収縮方向のエルメンドルフ引裂荷重を測定した場合におけるエルメンドルフ比が０．５以
上２．０以下であることを特徴とするものである。なお、本発明の熱収縮性フィルムとし
ては、熱収縮性ポリエステル系フィルム、熱収縮性ポリスチレン系フィルム、熱収縮性ポ
リオレフィン系フィルム、熱収縮性ポリ塩化ビニル系フィルム等を挙げることができる。
また、ミシン目とは、複数のスリットが直線状あるいは曲線状に連続して設けられたもの
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を言うが、１つだけスリットが設けられたものも含まれる。さらに、ミシン目を構成する
スリットの形状は、特に限定されない。一方、ノッチとは、ラベルの端縁に設けられた切
り込みのことを言い、その形状は、特に限定されない。また、被覆されているラベルの主
収縮方向と直交する方向あるいは主収縮方向のエルメンドルフ引裂荷重とは、被覆されて
いるラベルの印刷層を除いたフィルム基材の主収縮方向と直交する方向あるいは主収縮方
向のエルメンドルフ引裂荷重のことを言う。
【００１０】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、熱収縮性ポリエス
テル系フィルムのポリエステルを構成するジカルボン酸成分がテレフタル酸であり、ジオ
ール成分がエチレングリコール、１－３プロパンジオール、１－４ブタンジオール、ネオ
ペンチルグリコール、ヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノールのうちの
１種以上であることを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項３に記載された発明は、請求項１、または請求項２に記載された発明において、
　熱収縮性ポリエステル系フィルムのポリエステルが、全ポリエステル樹脂中における多
価アルコール成分１００モル％中に非晶質成分となりうる１種以上のモノマー成分の合計
が１０モル％以上であり、非晶質成分となりうるモノマーが、ネオペンチルグリコール、
１，４－シクロヘキサンジメタノールであることを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項４に記載された発明は、請求項１～３のいずれかに記載された発明において、被
覆されているラベルの印刷層を除いたフィルム基材の主収縮方向と直交する方向の屈折率
が１．５７０以上１．６００以下であることを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項５に記載された発明は、請求項１～４のいずれかに記載された発明において、ラ
ベルの主収縮方向と直交する方向に沿って、ミシン目あるいは一対のノッチが設けられた
ことを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項６に記載された発明は、請求項１～５のいずれかに記載された発明において、未
延伸フィルムを、テンター内で幅方向の両端際をクリップによって把持した状態でＴｇ＋
５℃以上Ｔｇ＋４０℃以下の温度で幅方向に２．５倍以上６．０倍以下の倍率で延伸した
後、積極的な加熱操作を実行しない中間ゾーンを通過させた後に、１００℃以上１７０℃
以下の温度で１．０秒以上１０．０秒以下の時間に亘って熱処理し、しかる後、フィルム
の表面温度が５０℃以下となるまで冷却する工程とフィルムの幅方向の両端縁のクリップ
把持部分を切断除去した後、長手方向に延伸し、しかる後、３０℃／秒以上７０℃／秒以
下の冷却速度でフィルムの表面温度が４５℃以上７５℃以下となるまで冷却することによ
って、ラベルに成形する前の熱収縮性フィルムが製造されていることを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の包装体にラベルとして使用される熱収縮性フィルムは、主収縮方向である長手
方向への収縮性が高く、主収縮方向と直交する幅方向における機械的強度も高い上、製造
されたロール状のフィルムにおいて巻き締まりが起こらず、フィルムロールにシワが入り
にくく、開封性が良好である。したがって、当該熱収縮性ポリエステル系フィルムは、ボ
トル等の容器のラベルとして好適に用いることができ、ボトル等の容器に短時間の内に非
常に効率良く装着することが可能となる上、装着後に熱収縮させた場合に、熱収縮による
シワや収縮不足のきわめて少ない良好な仕上がりを発現させることができる。加えて、装
着されたラベルは、非常に良好な目開封性を発現するものとなる。したがって、本発明の
包装体は、被覆されたラベルの引き裂き具合が良好であり、被覆されたラベルを適度な力
で、主収縮方向と直交する方向に、ミシン目が設けられた場合にはミシン目に沿って綺麗
に引き裂くことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】直角引裂強度の測定における試験片の形状を示す説明図である（なお、図中にお
ける試験片の各部分の長さの単位はｍｍである）。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の包装体は、熱収縮性ポリエステル系フィルムを基材とするラベルを少なくとも
外周の一部に被覆して熱収縮させてなるものであり、包装体の対象物としては、飲料用の
ペットボトルをはじめ、各種の瓶、缶、菓子や弁当等のプラスチック容器、紙製の箱等を
挙げることができる（以下、これらを総称して包装対象物という）。なお、通常、それら
の包装対象物に、熱収縮性ポリエステル系フィルムを基材とするラベルを熱収縮させて被
覆させる場合には、当該ラベルを約２～１５％程度熱収縮させて包装体に密着させる。な
お、包装対象物に被覆されるラベルには、印刷が施されていても良いし、印刷が施されて
いなくても良く、ラベルの主収縮方向と直交する方向にミシン目が設けられていてもよい
。
【００１９】
　また、包装対象物にラベルを被覆させる場合には、予め、主収縮方向が周方向になるよ
うに環状体を形成した上で、その環状体を包装対象物に被せて熱収縮させる方法を採用す
ることもできるが、そのように環状体を形成する場合には、各種の接着剤を用いて熱収縮
性フィルムを接着する方法の他に、高温発熱体を利用して熱収縮性フィルムを融着する方
法（溶断シール法）等を利用することも可能である。なお、熱収縮性フィルムを溶断シー
ルする場合には、所定の自動製袋機械（たとえば、共栄印刷機械材料社製－ＲＰ５００）
を用いて、溶断刃の温度、角度を所定の条件（たとえば、溶断刃の温度＝２４０℃、刃角
＝７０°）に調整した上で、所定の速度（たとえば、１００個／分）で環状体や袋を形成
する方法等を採用することができる。加えて、包装対象物にラベルを被覆させる場合には
、包装対象物の周囲にラベルを捲回させて重なった部分を溶断シールすることにより包装
対象物の周囲にラベルを被せた後に熱収縮させる方法を採用することも可能である。
【００２０】
　一方、ラベル形成用の熱収縮性フィルムとしては、熱収縮性ポリエステル系フィルム、
熱収縮性ポリスチレン系フィルム、熱収縮性ポリオレフィン系フィルム、熱収縮性ポリ塩
化ビニル系フィルム等の各種のプラスチックからなる熱収縮性フィルムを挙げることがで
きるが、その中でも、熱収縮性ポリエステル系フィルムを用いると、ラベルの耐熱性が高
くなり、ラベルが耐溶剤性に優れたものとなる上、ラベルが容易に焼却できるものとなる
ので好ましい。それゆえ、以下の説明においては、熱収縮性ポリエステル系フィルムを中
心に説明する。
【００２１】
　また、本発明の包装体は、被覆されているラベル（印刷層を除いたフィルム基材）の主
収縮方向と直交する方向のエルメンドルフ引裂荷重および主収縮方向のエルメンドルフ引
裂荷重を、以下の方法で測定した場合におけるエルメンドルフ比が０．５以上２．０以下
であることが必要である。
【００２２】
［エルメンドルフ比の測定方法］
　ＪＩＳ－Ｋ－７１２８に準じて、ラベルを主収縮方向が長尺な長方形状に切断した後に
長手方向の中央に端縁から切り込みを入れることによって試験片を作製し、万能引張試験
機（たとえば、（株）島津製作所製　オートグラフ）を利用して、その試験片の両端を掴
んで所定の引張速度にて引張試験を行うことによって、ラベルの主収縮方向と直交する方
向のエルメンドルフ引裂荷重（ラベルの印刷層を除いたフィルム基材のエルメンドルフ引
裂荷重として換算したもの）を測定する。また、ラベルを主収縮方向と直交する方向が長
尺な長方形状に切断した後に長手方向の中央に端縁から切り込みを入れることによって試
験片を作製し、その試験片の両端を掴んで所定の引張速度にて引張試験を行うことによっ
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て、ラベルの主収縮方向のエルメンドルフ引裂荷重（ラベルの印刷層を除いたフィルム基
材のエルメンドルフ引裂荷重として換算したもの）を測定する。しかる後、下式６を用い
てエルメンドルフ比を算出する。
　エルメンドルフ比＝主収縮方向と直交する方向のエルメンドルフ引裂荷重÷主収縮方向
のエルメンドルフ引裂荷重　・・式６
【００２３】
　ラベルのエルメンドルフ比が０．５未満であると、主収縮方向と直交する方向に、ミシ
ン目がある場合にはミシン目に沿って、真っ直ぐに引き裂きにくいので好ましくない。反
対にラベルのエルメンドルフ比が２．０を上回ると、ミシン目とずれた位置で裂け易くな
るので好ましくない。なお、ラベルのエルメンドルフ比の下限値は、０．６以上であると
好ましく、０．７以上であるとより好ましく、０．８以上であると特に好ましい。また、
ラベルの印刷層を除いたフィルム基材のエルメンドルフ比の上限値は、１．８以下である
と好ましく、１．６以下であるとより好ましく、１．５以下であると特に好ましい。
【００２４】
　また、本発明の包装体は、被覆されているラベル（印刷層を除いたフィルム基材）の主
収縮方向と直交する方向における引張破壊強さを以下の方法で測定した場合に、当該引張
破壊強さが１００ＭＰａ以上３００ＭＰａ以下であることが必要である。
【００２５】
［引張破壊強さの測定方法］
　ラベルをＪＩＳ－Ｋ－７１２７に準じて、所定の大きさにサンプリングして試験片とし
、万能引張試験機（たとえば、（株）島津製作所製　オートグラフ）で試験片の両端（主
収縮方向と直交する方向の両端）を掴み、引張速度２００ｍｍ／分の条件にて引張試験を
行い、破断時の応力値（ラベルの印刷層を除いたフィルム基材の応力値として換算したも
の）を算出する。
【００２６】
　ラベルの主収縮方向と直交する方向における引張破壊強さが１００ＭＰａ未満であると
、ラベルを主収縮方向と直交する方向に、ミシン目がある場合にはミシン目に沿って引き
裂く際のカット性（引き裂き易さ）が悪くなるので好ましくなく、反対に、ラベルの主収
縮方向と直交する方向における引張破壊強さが３００ＭＰａを上回ると、引き裂く際の初
期のカット性が不良となるため好ましくない。なお、引張破壊強さの下限値は、１２０Ｍ
Ｐａ以上であると好ましく、１４０ＭＰａ以上であるとより好ましく、１６０ＭＰａ以上
であると特に好ましい。また、引張破壊強さの上限値は、２８０ＭＰａ以下であると好ま
しく、２６０ＭＰａ以下であるとより好ましく、２４０ＭＰａ以下であると特に好ましい
。
【００２７】
　また、本発明の包装体は、被覆されているラベルの主収縮方向と直交する方向の屈折率
が１．５７０以上１．６００以下であると好ましい。主収縮方向と直交する方向の屈折率
が１．６００を上回ると、溶剤接着性が悪くなるので好ましくない。反対に、１．５７０
未満となると、カット性が悪くなるので好ましくない。なお、主収縮方向と直交する方向
の屈折率の上限値は、１．５９５以下であると好ましく、１．５９０以下であるとより好
ましい。また、主収縮方向と直交する方向の屈折率の下限値は、１．５７３以上であると
好ましく、１．５７５以上であるとより好ましい。
【００２８】
　また、本発明の包装体は、被覆されているラベル（印刷層を除いたフィルム基材）の単
位厚み当たりの主収縮方向と直交する方向における直角引裂強度を以下の方法で測定した
場合に、当該直角引裂強度が１００Ｎ／ｍｍ以上３００Ｎ／ｍｍ以下であることが必要で
ある。
【００２９】
［直角引裂強度の測定方法］
　ラベルをＪＩＳ－Ｋ－７１２８に準じて所定の大きさの試験片としてサンプリングする
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。しかる後に、万能引張試験機（たとえば、（株）島津製作所製　オートグラフ）で試験
片の両端を掴み、引張速度２００ｍｍ／分の条件にて、ラベルの主収縮方向と直交する方
向における引張破壊時の強度の測定を行う。そして、下式２を用いて単位厚み当たりの直
角引裂強度を算出する。
　直角引裂強度＝引張破壊時の強度÷厚み　・・式２
【００３０】
　ラベルの主収縮方向と直交する方向における直角引裂強度が１００Ｎ／ｍｍ未満である
と、運搬中の落下等の衝撃によって簡単に破れてしまう事態が生ずる可能性があるので好
ましくなく、反対に、ラベルの主収縮方向と直交する方向における直角引裂強度が３００
Ｎ／ｍｍを上回ると、引き裂く際の初期段階におけるカット性（引き裂き易さ）が不良と
なるため好ましくない。なお、直角引裂強度の下限値は、１２０Ｎ／ｍｍ以上であると好
ましく、１４０Ｎ／ｍｍ以上であるとより好ましく、１６０Ｎ／ｍｍ以上であると特に好
ましい。また、直角引裂強度の上限値は、２８０Ｎ／ｍｍ以下であると好ましく、２６０
Ｎ／ｍｍ以下であるとより好ましく、２４０Ｎ／ｍｍ以下であると特に好ましい。
【００３１】
　本発明で使用するポリエステルを構成するジカルボン酸成分としては、テレフタル酸、
イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、オルトフタル酸等の芳香族ジカルボン酸、アジ
ピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、デカンジカルボン酸等の脂肪族ジカルボン酸、およ
び脂環式ジカルボン酸等を挙げることができる。
【００３２】
　脂肪族ジカルボン酸（たとえば、アジピン酸、セバシン酸、デカンジカルボン酸等）を
含有させる場合、含有率は３モル％未満であることが好ましい。これらの脂肪族ジカルボ
ン酸を３モル％以上含有するポリエステルを使用して得た熱収縮性ポリエステル系フィル
ムでは、高速装着時のフィルム腰が不十分である。
【００３３】
　また、３価以上の多価カルボン酸（たとえば、トリメリット酸、ピロメリット酸および
これらの無水物等）を含有させないことが好ましい。これらの多価カルボン酸を含有する
ポリエステルを使用して得た熱収縮性ポリエステル系フィルムでは、必要な高収縮率を達
成しにくくなる。
【００３４】
　本発明で使用するポリエステルを構成するジオール成分としては、エチレングリコール
、１－３プロパンジオール、１－４ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ヘキサン
ジオール等の脂肪族ジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール等の脂環式ジオール
、ビスフェノールA等の芳香族系ジオール等を挙げることができる。
【００３５】
　本発明の包装体のラベルとして使用される熱収縮性ポリエステル系フィルムに用いるポ
リエステルは、１，４－シクロヘキサンジメタノール等の環状ジオールや、炭素数３～６
個を有するジオール（たとえば、１－３プロパンジオール、１－４ブタンジオール、ネオ
ペンチルグリコール、ヘキサンジオール等）のうちの１種以上を含有させて、ガラス転移
点（Ｔｇ）を６０～８０℃に調整したポリエステルが好ましい。
【００３６】
　また、熱収縮性ポリエステル系フィルムに用いるポリエステルは、全ポリステル樹脂中
における多価アルコール成分１００モル％中の非晶質成分となりうる１種以上のモノマー
成分の合計が１０モル％以上であることが好ましく、１５モル％以上であることがより好
ましく、特に１７モル％以上であることが好ましい。ここで、非晶質成分となりうるモノ
マーとしては、たとえば、ネオペンチルグリコール、１，４－シクロヘキサンジオールや
イソフタル酸を挙げることができる。
【００３７】
　熱収縮性ポリエステル系フィルムに用いるポリエステル中には、炭素数８個以上のジオ
ール（たとえばオクタンジオール等）、または３価以上の多価アルコール（たとえば、ト
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リメチロールプロパン、トリメチロールエタン、グリセリン、ジグリセリン等）を、含有
させないことが好ましい。これらのジオール、または多価アルコールを含有するポリエス
テルを使用して得た熱収縮性ポリエステル系フィルムでは、必要な高収縮率を達成しにく
くなる。
【００３８】
　また、熱収縮性ポリエステル系フィルムに用いるポリエステル中には、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコールをできるだけ含有させないこ
とが好ましい。特に、ジエチレングリコールは、ポリエステル重合時の副生成成分のため
、存在し易いが、本発明で使用するポリエステルでは、ジエチレングリコールの含有率が
４モル％未満であることが好ましい。
【００３９】
　また、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、９０℃の温水中で無荷重状態で１０秒間に
亘って処理したときに、収縮前後の長さから、下式１により算出したフィルムの長手方向
の熱収縮率（すなわち、９０℃の湯温熱収縮率）が、４０％以上８０％以下であることが
必要である。
　熱収縮率＝｛（収縮前の長さ－収縮後の長さ）／収縮前の長さ｝×１００（％）　・・
式１
【００４０】
　９０℃における長手方向の湯温熱収縮率が４０％以下であると、収縮量が小さいために
、熱収縮した後のラベルにシワやタルミが生じてしまうので好ましくなく、反対に、９０
℃における長手方向の湯温熱収縮率が８０％以上であると、ラベルとして用いて場合に熱
収縮時に収縮に歪みが生じ易くなったり、いわゆる“飛び上がり”が発生してしまうので
好ましくない。なお、９０℃における長手方向の湯温熱収縮率の下限値は、４５％以上で
あると好ましく、５０％以上であるとより好ましく、５５％以上であると特に好ましい。
また、９０℃における長手方向の湯温熱収縮率の上限値は、７５％以下であると好ましく
、７０％以下であるとより好ましく、６５％以下であると特に好ましい。
【００４１】
　また、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、９０℃の温水中で無荷重状態で１０秒間に
亘って処理したときに、収縮前後の長さから、上式１により算出したフィルムの幅方向の
湯温熱収縮率が、０％以上１５％以下であることが必要である。
【００４２】
　９０℃における幅方向の湯温熱収縮率が０％未満であると、ボトルのラベルとして使用
する際に良好な収縮外観を得ることができないので好ましくなく、反対に、９０℃におけ
る幅方向の湯温熱収縮率が１５％を上回ると、ラベルとして用いた場合に熱収縮時に収縮
に歪みが生じ易くなるので好ましくない。なお、９０℃における幅方向の湯温熱収縮率の
下限値は、２％以上であると好ましく、３％以上であるとより好ましく、４％以上である
と特に好ましい。また、９０℃における幅方向の湯温熱収縮率の上限値は、１４％以下で
あると好ましく、１３％以下であるとより好ましく、１１％以下であると特に好ましい。
【００４３】
　また、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、４０℃６５％ＲＨの雰囲気下で７００時間
以上に亘ってエージングした後の自然収縮率が０．０５％以上１．５％以下であることが
必要である。なお、自然収縮率は、下式４を用いて算出することができる。
　自然収縮率＝｛（エージング前の長さ－エージング後の長さ）／エージング前の長さ｝
×１００（％）　・・式４
【００４４】
　自然収縮率が１．５％以下であると、ロール状に巻き取られた製品を保管しておく場合
に、巻き締まりがおこり、フィルムロールにシワが入り易いので好ましくない。なお、自
然収縮率は、小さいほど好ましいが、測定精度の面から、０．０５％程度が下限であると
考えている。また、自然収縮率は、１．３％以下であると好ましく、１．１％以下である
とより好ましく、１．０％以下であると特に好ましい。
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【００４５】
　一方、本発明においてはフィルムの長手方向の最大熱収縮応力値が４ＭＰａ以上２５Ｍ
Ｐａ以下であることが好ましい。フィルムの長手方向の最大熱収縮応力値が４ＭＰａ未満
であると、ＰＥＴボトル等の容器にラベルとして装着して熱収縮させた場合に、ＰＥＴボ
トルのキャップの開放時にキャップと一緒にラベルが回転してキャップの開封性を悪化さ
せる事態が生じ得るので好ましくない。反対にフィルムの長手方向の最大熱収縮応力値が
２５ＭＰａを上回ると、ＰＥＴボトル等の容器にラベルとして装着して熱収縮させる際に
、シールした部分が外れてしまったり、外観が悪くなったりする（すなわち、仕上がり性
が悪化する）ので好ましくない。なお、フィルムの長手方向の最大熱収縮応力値の下限は
、６ＭＰａ以上であるとより好ましく、７ＭＰａ以上であると特に好ましい。また、フィ
ルムの長手方向の最大熱収縮応力値の上限は、２３ＭＰａ以下であるとより好ましく、２
１ＭＰａ以下であると特に好ましい。
【００４６】
　加えて、本発明においてはフィルムの溶断シール強度が８Ｎ／１５ｍｍ以上であること
が好ましい。フィルムの溶断シール強度が８Ｎ／１５ｍｍ未満であると、ラベルとしてＰ
ＥＴボトル等の容器に装着して熱収縮させる際に溶断シール部分が外れてしまったり、熱
収縮後の容器を落下させた場合に溶断シール部分が外れてしまったりするので好ましくな
い。なお、フィルムの溶断シール強度は高いほど好ましく、フィルムの引張破断強さと略
同じレベルまで高めることが可能である。また、フィルムの溶断シール強度は、１０Ｎ／
１５ｍｍ以上であるとより好ましく、１２Ｎ／１５ｍｍ以上であるとさらに好ましく、１
４Ｎ／１５ｍｍ以上であると特に好ましい。
【００４７】
　さらに、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、溶剤接着強度が４（Ｎ／１５ｍｍ）以上
であることが好ましい。溶剤接着強度が４（Ｎ／１５ｍｍ）未満であると、ラベルが熱収
縮した後に溶剤接着部から剥れ易くなるので好ましくない。なお、溶剤接着強度は、４．
５（Ｎ／１５ｍｍ）以上であるとより好ましく、５（Ｎ／１５ｍｍ）以上であると特に好
ましい。
【００４８】
　加えて、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、長手方向の厚み斑が１０％以下であるこ
とが好ましい。長手方向の厚み斑が１０％を超える値であると、ラベル作成の際の印刷時
に印刷斑が発生し易くなったり、熱収縮後の収縮斑が発生し易くなったりするので好まし
くない。なお、長手方向の厚み斑は、８％以下であるとより好ましく、６％以下であると
より好ましい。
【００４９】
　上記の熱収縮フィルムの熱収縮率、最大熱収縮応力値、溶剤接着強度、フィルムの長手
方向の厚み斑は、前述の好ましいフィルム組成を用いて、後述の好ましい製造方法と組み
合わせることにより達成することが可能となる。
【００５０】
　さらに、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）において融
点測定時の吸熱曲線のピークが検出されないことが好ましい。フィルムを構成するポリエ
ステルを非晶性とすることで、融点測定時の吸熱曲線のピークはより発現しにくくなる。
融点測定時の吸熱曲線のピークが発現しない程度まで高度に非晶化することにより、溶剤
接着強度が向上するとともに、熱収縮率や最大熱収縮応力値を高めて、前述の好ましい範
囲内に制御することが容易となる。
【００５１】
　熱収縮性ポリエステル系フィルムの厚みは、特に限定するものではないが、１０～２０
０μｍが好ましく、２０～１００μｍがより好ましい。
【００５２】
　また、熱収縮性ポリエステル系フィルムは、上記したポリエステル原料を押出機により
溶融押し出しして未延伸フィルムを形成し、その未延伸フィルムを以下に示す方法により
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、二軸延伸して熱処理することによって得ることができる。
【００５３】
　原料樹脂を溶融押し出しする際には、ポリエステル原料をホッパードライヤー、パドル
ドライヤー等の乾燥機、または真空乾燥機を用いて乾燥するのが好ましい。そのようにポ
リエステル原料を乾燥させた後に、押出機を利用して、２００～３００℃の温度で溶融し
フィルム状に押し出す。かかる押し出しに際しては、Ｔダイ法、チューブラー法等、既存
の任意の方法を採用することができる。
【００５４】
　そして、押し出し後のシート状の溶融樹脂を急冷することによって未延伸フィルムを得
ることができる。なお、溶融樹脂を急冷する方法としては、溶融樹脂を口金より回転ドラ
ム上にキャストして急冷固化することにより実質的に未配向の樹脂シートを得る方法を好
適に採用することができる。
【００５５】
　さらに、得られた未延伸フィルムを、後述するように、所定の条件で幅方向に延伸した
後に、一旦、熱処理し、しかる後に所定の条件で長手方向に延伸し、その縦延伸後のフィ
ルムを急冷することによって、本発明の包装体にラベルとして使用される熱収縮性ポリエ
ステル系フィルムを得ることが可能となる。以下、本発明の包装体に使用される熱収縮性
ポリエステル系フィルムを得るための好ましい二軸延伸・熱処理方法について、従来の熱
収縮性ポリエステル系フィルムの二軸延伸・熱処理方法との差異を考慮しつつ詳細に説明
する。
【００５６】
［熱収縮性ポリエステル系フィルムの好ましい延伸・熱処理方法］
　通常の熱収縮性ポリエステル系フィルムは、収縮させたい方向に未延伸フィルムを延伸
することによって製造される。従来から長手方向に収縮する熱収縮性ポリエステル系フィ
ルムについての要求は高かったものの、未延伸フィルムを単純に長手方向に延伸するだけ
では、幅の広いフィルムが製造できないため生産性が悪い上、厚み斑の良好なフィルムを
製造することができない。また、予め幅方向に延伸した後に長手方向に延伸する方法を採
用すると、長手方向への収縮量が不十分となったり、幅方向に不必要に収縮するものとな
ってしまう。また、上述したように、特開平８－２４４１１４号公報には、長手方向の機
械的特性を向上させるために未延伸フィルムを所定の条件下で縦－横－縦の順に延伸する
方法が示されているが、発明者らのパイロット機での追試によれば、かかる方法では、主
収縮方向である長手方向への収縮性の十分なフィルムを得ることができない上、製造され
たフィルムロールに幅方向のシワが発生し易くなることが判明した。加えて、長手方向へ
の収縮性を上げるべく縦方向の延伸倍率（１段目の縦延伸倍率あるいは２段目の縦延伸倍
率）を増加させると、最終的に長手方向に延伸する際にフィルムの破断が多発して連続的
に安定した製造を行うことが困難であることも判明した。また、上記追試によって得られ
たフィルムは、自然収縮率が大きく、製造されたフィルムロールに長手方向のシワが発生
し、開封性も不良であった。
【００５７】
　本発明者らは、最終的に長手方向の収縮量を大きくするためには、特開平８－２４４１
１４号のように長手方向および幅方向に二軸延伸した後に長手方向に延伸する方法は不利
であり、単純に幅方向に延伸した後に長手方向に延伸する方が有利ではないかと考えた。
そして、そのような幅方向の延伸後に長手方向に延伸する方法（以下、単に、横－縦延伸
法という）において、各延伸工程における条件によりフィルムの長手方向の湯温収縮率、
自然収縮率、開封性がどのように変化するかについて鋭意検討した。その結果、横－縦延
伸法によるフィルム製造の際に、以下の手段を講じることにより、長手方向の収縮量が高
くなり、連続的に安定して製造することが可能となることを突き止めた。しかも、それば
かりではなく、以下の手段を講じた場合には、フィルムの自然収縮率が小さくなり、製造
後のフィルムロールにシワが入りにくくなるとともに、フィルムのミシン目開封性が飛躍
的に良好なものとなる、という驚くべき副次的な効果があることが判明した。そして、本
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発明者らは、それらの知見に基づいて本発明を案出するに至った。
（１）幅方向への延伸後における収縮応力の制御
（２）幅方向への延伸と中間熱処理とのとの間における加熱の遮断
（３）長手方向へ延伸する前のフィルム端部のトリミング
（４）長手延伸後のフィルムの冷却速度の制御
　以下、上記した各手段について順次説明する。
【００５８】
（１）幅方向への延伸後における収縮応力の制御
　本発明の包装体のラベルとして使用するフィルムの横－縦延伸法による製造においては
、未延伸フィルムを幅方向に延伸した後に、１００℃以上１７０℃未満の温度で１．０秒
以上１０．０秒以下の時間に亘って熱処理（以下、中間熱処理という）することが必要で
ある。かかる中間熱処理を行うことによって、ラベルとした場合に主収縮方向と直交する
方向のカット性が良好で収縮斑が生じないフィルムを得ることが可能となる。そのように
横延伸後に特定の中間熱処理を施すことによりカット性が良好で収縮斑が生じないフィル
ムを得ることが可能となる理由は明らかではないが、特定の中間熱処理を施すことによっ
て、幅方向への分子配向をある程度残存させつつ、幅方向の収縮応力を低減させることが
可能となるためではないかと考えている。なお、熱処理の温度の下限は、１１０℃以上で
あると好ましく、１１５℃以上であるとより好ましい。また、熱処理の温度の上限は、１
６５℃以下であると好ましく、１６０℃以下であるとより好ましい。一方、熱処理の時間
は、１．０秒以上１０．０秒以下の範囲内で原料組成に応じて適宜調整する必要がある。
【００５９】
　また、未延伸フィルムの幅方向への延伸は、テンター内で幅方向の両端際をクリップに
よって把持した状態で、Ｔｇ＋５℃以上Ｔｇ＋４０℃以下の温度で２．５倍以上６．０倍
以下の倍率となるように行う必要がある。延伸温度がＴｇ＋５℃を下回ると、延伸時に破
断を起こし易くなるので好ましくなく、反対にＴｇ＋４０℃を上回ると、幅方向の厚み斑
が悪くなるので好ましくない。なお、横延伸の温度の下限は、Ｔｇ＋１０℃以上であると
好ましく、Ｔｇ＋１５℃以上であるとより好ましい。また、横延伸の温度の上限は、Ｔｇ
＋３５℃以下であると好ましく、Ｔｇ＋３０℃以下であるとより好ましい。一方、幅方向
の延伸倍率が２．５倍を下回ると、生産性が悪いばかりでなく幅方向の厚み斑が悪くなる
ので好ましくなく、反対に６．０倍を上回ると、延伸時に破断を起こし易くなる上、緩和
させるのに多大なエネルギーと大掛かりな装置が必要となり、生産性が悪くなるので好ま
しくない。なお、横延伸の倍率の下限は、３．０倍以上であると好ましく、３．５倍以上
であるとより好ましい。また、横延伸の倍率の上限は、５．５倍以下であると好ましく、
５．０倍以下であるとより好ましい。
【００６０】
（２）幅方向への延伸と中間熱処理との間における加熱の遮断
　本発明の包装体のラベルとして使用するフィルムの横－縦延伸法による製造においては
、上記の如く、横延伸後に中間熱処理を施す必要があるが、それらの横延伸と中間熱処理
との間において、０．５秒以上３．０秒以下の時間に亘って、積極的な加熱操作を実行し
ない中間ゾーンを通過させる必要がある。すなわち、製造コストを考慮した場合、同一の
テンター内で横延伸および中間熱処理を実施するのが好ましいが、本発明で使用するフィ
ルムの製造においては、かかるテンター内の横延伸ゾーンと熱処理ゾーンとの間に中間ゾ
ーンを設けることが好ましい。加えて、その中間ゾーンにおいては、フィルムを通過させ
ていない状態で短冊状の紙片を垂らしたときに、その紙片がほぼ完全に鉛直方向に垂れ下
がるように延伸ゾーンおよび熱処理ゾーンからの熱風を遮断するのが好ましい。そして、
本発明で使用するフィルムの製造においては、横延伸後のフィルムをかかる中間ゾーンへ
導き、所定時間をかけてその中間ゾーンを通過させるのが好ましい。中間ゾーンを通過さ
せる時間が０．５秒を下回ると、通過するフィルムの随伴流により横延伸ゾーンの熱風が
熱固定ゾーンに流れ込み、熱固定ゾーンにおける中間熱処理の温度コントロールが困難と
なるので好ましくない。反対に中間ゾーンを通過させる時間は３．０秒もあれば十分であ
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り、それ以上の長さに設定しても、設備のムダとなるので好ましくない。なお、中間ゾー
ンを通過させる時間の下限は、０．７秒以上であると好ましく、０．９秒以上であるとよ
り好ましい。また、中間ゾーンを通過させる時間の上限は、２．５秒以下であると好まし
く、２．０秒以下であるとより好ましい。
【００６１】
（３）長手方向へ延伸する前のフィルム端部のトリミング
　本発明の包装体のラベルとして使用するフィルムの横－縦延伸法による製造においては
、中間熱処理を施したフィルムを長手方向に延伸する前に、フィルム端縁際の十分に横延
伸されていない肉厚部分（主として横延伸時のクリップ把持部分）をトリミングするのが
好ましい。より具体的には、フィルムの左右の端縁際に位置した中央部分の厚みの約１．
１～１．３倍の厚みの部分においてカッター等の工具を用いてフィルム端縁際の肉厚部分
を切断し、肉厚部分を除去しつつ、残りの部分のみを長手方向に延伸するのが好ましい。
なお、上記の如くフィルム端部をトリミングする際には、トリミングする前のフィルムの
表面温度が５０℃以下となるように冷却しておくことが好ましい。そのようにフィルムを
冷却することにより、切断面を乱すことなくトリミングすることが可能となる。また、フ
ィルム端部のトリミングは、通常のカッター等を用いて行うことができるが、周状の刃先
を有する丸刃を用いると、局部的に刃先が鈍くなる事態が起こらず、フィルム端部を長期
間に亘ってシャープに切断し続けることができ、長手方向への延伸時における破断を誘発
する事態が生じないので好ましい。
【００６２】
　かかる如く、長手方向への延伸前にフィルムの端部をトリミングすることによって、一
旦熱固定したフィルムを均一に長手方向へ延伸することが可能となり、初めて破断のない
安定したフィルムの連続製造が可能となる。加えて、長手方向（主収縮方向）の収縮量の
大きなフィルムを得ることが可能となる。さらに、フィルムを均一に長手方向へ延伸する
ことが可能となるため、長手方向の厚み斑の小さなフィルムを得ることができる。その上
、フィルムの端部をトリミングすることによって、長手方向への延伸時におけるボーイン
グが回避され、左右の物性差の小さなフィルムを得ることが可能となる。
【００６３】
（４）長手延伸後のフィルムの冷却速度の制御
　本発明の包装体のラベルとして使用するフィルムの横－縦延伸法による製造においては
、上記の如く、横延伸後に中間熱処理を施してから長手方向に延伸した後に、３０℃／秒
以上７０℃／秒以下の冷却速度で表面温度が４５℃以上７５℃以下となるまでフィルムを
冷却するのが好ましい。そのようにフィルムを適度な速さで冷却することによって、初め
て自然収縮率を低減することが可能となる。冷却速度が３０℃／秒を下回ったり、冷却後
の表面温度が７５℃を上回ったりするような冷却であると低い自然収縮率が得られないの
で好ましくない。反対に、冷却速度が７０℃／秒を上回るような急激な冷却であると、フ
ィルムの幅方向への収縮（いわゆるネックイン）の度合いが大きくなり、フィルム表面に
傷が付き易くなるので好ましくない。
【００６４】
　なお、上記した（１）～（４）の手段の内の特定の何れかのみが、フィルムの長手方向
における熱収縮性、ミシン目開封性、低い自然収縮率、安定した製膜性に有効に寄与する
ものではなく、（１）～（４）の手段を組み合わせて用いることにより、非常に効率的に
、長手方向における熱収縮性、ミシン目開封性、低い自然収縮率、安定した製膜性を発現
させることが可能となるものと考えられる。
【実施例】
【００６５】
　以下、実施例によって本発明をより詳細に説明するが、本発明は、かかる実施例の態様
に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更することが
可能である。実施例、比較例で使用した原料の性状、組成、実施例、比較例におけるフィ
ルムの製造条件（延伸・熱処理条件等）を、それぞれ表１、表２に示す。
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【００６７】
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【表２】

【００６８】
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　フィルムの評価方法は下記の通りである。
【００６９】
　［熱収縮率（湯温熱収縮率）］
　フィルムを１０ｃｍ×１０ｃｍの正方形に裁断し、所定温度±０．５℃の温水中におい
て、無荷重状態で１０秒間処理して熱収縮させた後、フィルムの縦および横方向の寸法を
測定し、上式１にしたがって、それぞれ熱収縮率を求めた。当該熱収縮率の大きい方向を
主収縮方向とした。
【００７０】
［Ｔｇ（ガラス転移点）］
　セイコー電子工業株式会社製の示差走査熱量計（型式：ＤＳＣ２２０）を用いて、未延
伸フィルム５ｍｇを、－４０℃から１２０℃まで、昇温速度１０℃／分で昇温し、得られ
た吸熱曲線より求めた。吸熱曲線の変曲点の前後に接線を引き、その交点をＴｇ（ガラス
転移点）とした。
【００７１】
［Ｔｍ（融点）］
　セイコー電子工業株式会社製の示差走査熱量計（型式：ＤＳＣ２２０）を用いて、未延
伸フィルム５ｍｇを採取し、室温より昇温速度１０℃／分で昇温した時の吸熱曲線のピー
クの温度より求めた。
【００７２】
［主収縮方向厚み斑］
　フィルムを長さ３０ｍ×幅４０ｍｍの長尺なロール状にサンプリングし、ミクロン測定
器株式会社製の連続接触式厚み計を用いて、５（ｍ／分）の速度で測定した。なお、上記
したロール状のフィルム試料のサンプリングにおいては、フィルム試料の長さ方向をフィ
ルムの主収縮方向とした。測定時の最大厚みをＴmax.、最小厚みをＴmin.、平均厚みをＴ
ave.とし、下式５からフィルムの長手方向の厚み斑を算出した。
　厚み斑＝｛（Ｔmax.－Ｔmin.）／Ｔave.｝×１００　(%) 　・・式５
【００７３】
［溶剤接着強度］
　延伸したフィルムに１，３－ジオキソランを塗布して２枚を張り合わせることによって
シールを施した。しかる後、シール部をフィルムの主収縮方向と直交する方向（以下、直
交方向という）に１５ｍｍの幅に切り取り、それを（株）ボールドウィン社製　万能引張
試験機　ＳＴＭ－５０にセットし、引張速度２００ｍｍ／分の条件で１８０°ピール試験
を行った。そして、そのときの引張強度を溶剤接着強度とした。
【００７４】
［溶断シール強度］
　共栄印刷機械材料社製の自動製袋機械（型式：ＲＰ５００）を用い、刃角７０度の溶断
刃を２４０℃に加熱製袋速度１００袋／分で製袋した。しかる後、その製袋品の溶断シー
ル部を幅１５ｍｍの短冊状に切り出して試料片を作製し、東洋ボールドウィン社製のテン
シロン（型式：ＳＴＭ－Ｔ－５０ＢＰ）を用いて、チャック間距離５０ｍｍ、引張速度２
００ｍｍ／分の条件で引張試験を行うことによって剥離強度を測定した。そして、１０個
の試料片について求めた剥離強度の平均値を溶断シール強度とした。
【００７５】
［最大熱収縮応力値］
　延伸したフィルムを、主収縮方向×主収縮方向と直交する方向＝２００ｍｍ×１５ｍｍ
のサイズにカットした。しかる後、（株）ボールドウィン社製　万能引張試験機　ＳＴＭ
－５０を温度９０℃に調整した上で、カットしたフィルムをセットし、１０秒間保持した
ときの応力値を測定した。
【００７６】
［ヘイズ］
　ＪＩＳ－Ｋ－７１３６に準拠し、ヘイズメータ（日本電色工業株式会社製、３００Ａ）
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を用いて測定した。なお、測定は２回行い、その平均値を求めた。
【００７７】
　［屈折率］
　アタゴ社製の「アッベ屈折計４Ｔ型」を用いて、各試料フィルムを２３℃、６５％ＲＨ
の雰囲気中で２時間以上放置した後に測定した。
【００７８】
［自然収縮率］
　得られたフィルムを、主収縮方向×直交方向＝２００ｍｍ×３０ｍｍのサイズに切り取
り、４０℃×６５％ＲＨの雰囲気下で４時間放置（エージング）した後、フィルムの主収
縮方向（実施例１～６および比較例１～３，５では長手方向、比較例４では幅方向）にお
ける収縮量を測定し、上式４によって自然収縮率を算出した。
【００７９】
　また、被覆後のラベルの評価方法は下記の通りである。
【００８０】
［引張破壊強さの測定方法］
　ペットボトルに装着されたラベルを引き剥がし、そのラベルをＪＩＳ－Ｋ－７１２７に
準じて、主収縮方向と直交する方向の長さ５０ｍｍ×主収縮方向の長さ２０ｍｍの長方形
状にサンプリングして試験片とし、万能引張試験機（（株）島津製作所製　オートグラフ
）を利用して、試験片の両端（長尺方向の両端）を掴み、引張速度２００ｍｍ／分の条件
にて引張試験を行い、破断時の応力値を引張破壊強さとして算出した。
【００８１】
［直角引裂強度］
　ペットボトルに装着されたラベルを引き剥がし、そのラベルを、ＪＩＳ－Ｋ－７１２８
に準じて、図１に示す形状にサンプリングすることによって試験片を作製した（なお、サ
ンプリングにおいては、試験片の長手方向をラベルのミシン目方向とした）。しかる後に
、万能引張試験機（（株）島津製作所製　オートグラフ）を利用して、試験片の両端を掴
み、引張速度２００ｍｍ／分の条件にて、ラベルの主収縮方向と直交する方向における引
張破壊時の強度の測定を行い、上式２を用いて単位厚み当たりの直角引裂強度を算出した
。
【００８２】
［エルメンドルフ比］
　ペットボトルに装着されたラベルを引き剥がし、そのラベルを、ＪＩＳ－Ｋ－７１２８
に準じて、主収縮方向×主収縮方向と直交する方向＝３７．５ｍｍ×３１．５ｍｍのサイ
ズに切り取り、主収縮方向に沿った端縁の中央から当該端縁に直交するように１０ｍｍの
スリット（切り込み）を入れることによって試験片を作製した。そして、万能引張試験機
（（株）島津製作所製　オートグラフ）を利用して、作製された試験片の両端を掴み、引
張速度２００ｍｍ／分の条件にて引張試験を行うことによってミシン目と直交する方向の
エルメンドルフ引裂荷重を測定した。また、フィルムの主収縮方向と直交する方向と主収
縮方向とを入れ替えて試験片を作製し、主収縮方向と直交する方向のエルメンドルフ引裂
荷重を測定した。そして、得られた主収縮方向および主収縮方向と直交する方向のエルメ
ンドルフ引裂荷重から上式６を用いてエルメンドルフ比を算出した。
【００８３】
［屈折率］
　ペットボトルに装着されたラベルを引き剥がし、そのラベルの表面に施された印刷を溶
剤（酢酸エチル、メチルエチルケトン等）により取り除き、そのラベルを６５％ＲＨの雰
囲気中で２時間以上放置した後に、アタゴ社製の「アッベ屈折計４Ｔ型」を用いて測定し
た。なお、上記した方法により屈折率を測定した。
【００８４】
［落体時の開封率］
　ラベルを装着したペットボトルに水を５００ｍｌ充填し、そのペットボトルを約５℃に
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調整された冷蔵庫内で８時間以上放置した後、１ｍの高さからミシン目を設けた部分を下
にして落下させ、ミシン目が引き裂かれたものの割合（％）を算出した（ｎ＝１００）。
【００８５】
　［収縮仕上り性］
　ペットボトルの周囲に装着されたラベルの仕上がり状態を、目視によって下記の基準に
より評価した。
　◎：シワ，飛び上り、収縮不足の何れも未発生で、かつ色の斑も見られない
　○：シワ，飛び上り、または収縮不足が確認できないが、若干、色の斑が見られる
　△：飛び上り、収縮不足の何れも未発生だが、ネック部の斑が見られる
　×：シワ、飛び上り、収縮不足が発生
【００８６】
［ラベル密着性］
　装着されたラベルとＰＥＴボトルとを軽くねじったときのラベルのズレ具合を官能評価
した。ラベルが動かなければ○、すり抜けたり、ラベルとボトルがずれたりした場合には
×とした。
【００８７】
［ミシン目開封性］
　ラベルを装着したペットボトルに水を５００ｍｌ充填し、５℃に冷蔵し、冷蔵庫から取
り出した直後のボトルのラベルのミシン目を指先で引裂き、縦方向にミシン目に沿って綺
麗に裂け、ラベルをボトルから外すことができた本数を数え、全サンプル５０本に対する
割合（％）を算出した。
【００８８】
　また、実施例および比較例に用いたポリエステルは以下の通りである。
【００８９】
　ポリエステル１：エチレングリコール７０モル％，ネオペンチルグリコール３０モル％
とテレフタル酸とからなるポリエステル（ＩＶ　０．７２ｄｌ／ｇ）
　ポリエステル２：ポリエチレンテレフタレート（ＩＶ　０．７５ｄｌ／ｇ）
　ポリエステル３：ジカルボン酸成分としてテレフタル酸単位８２．５モル％，イソフタ
ル酸単位１７．５モル％よりなり、ジオール成分としてエチレングリコールよりなる。
【００９０】
［実施例１］
＜熱収縮性フィルムロールの作製＞
　上記したポリエステル１とポリエステル２とを重量比９０：１０で混合して押出機に投
入した。しかる後、その混合樹脂を２８０℃で溶融させてＴダイから押出し、表面温度３
０℃に冷却された回転する金属ロールに巻き付けて急冷することにより、厚さが３６０μ
ｍの未延伸フィルムを得た。このときの未延伸フィルムの引取速度（金属ロールの回転速
度）は、約２０ｍ／ｍｉｎ．であった。また、未延伸フィルムのＴｇは６７℃であった。
しかる後、その未延伸フィルムを、横延伸ゾーン、中間ゾーン、中間熱処理ゾーンを連続
的に設けたテンター（第１テンター）に導いた。なお、当該テンターにおいては、横延伸
ゾーンと中間熱処理ゾーンとの中間に位置した中間ゾーンの長さが、約４０cmに設定され
ている。また、中間ゾーンにおいては、フィルムを通過させていない状態で短冊状の紙片
を垂らしたときに、その紙片がほぼ完全に鉛直方向に垂れ下がるように、延伸ゾーンから
の熱風および熱処理ゾーンからの熱風が遮断されている。
【００９１】
　そして、テンターに導かれた未延伸フィルムを、フィルム温度が９０℃になるまで予備
加熱した後、横延伸ゾーンで横方向に７５℃で４倍に延伸し、中間ゾーンを通過させた後
に（通過時間＝約１．２秒）、中間熱処理ゾーンへ導き、１３０℃の温度で２．０秒間に
亘って熱処理することによって厚み９０μｍの横一軸延伸フィルムを得た。しかる後、テ
ンターの後方に設けられた左右一対のトリミング装置（周状の刃先を有する丸刃によって
構成されたもの）を利用して、横一軸延伸フィルムの端縁際（中央のフィルム厚みの約１
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．２倍の厚みの部分）を切断し、切断部位の外側に位置したフィルムの端部を連続的に除
去した。
【００９２】
　さらに、そのように端部をトリミングしたフィルムを、複数のロール群を連続的に配置
した縦延伸機へ導き、予熱ロール上でフィルム温度が７０℃になるまで予備加熱した後に
、表面温度９５℃に設定された延伸ロール間で３倍に延伸した。しかる後、縦延伸したフ
ィルムを、表面温度２５℃に設定された冷却ロールによって強制的に冷却した。なお、冷
却前のフィルムの表面温度は約７０℃であり、冷却後のフィルムの表面温度は約２５℃で
あった。また、７０℃から２５℃に冷却するまでに要した時間は約１．０秒であり、フィ
ルムの冷却速度は、４５℃／秒であった。
【００９３】
　そして、冷却後のフィルムをテンター（第２テンター）へ導き、当該第２テンター内で
９５℃の雰囲気下で２．０秒間に亘って熱処理した後に冷却し、両縁部を裁断除去するこ
とによって、約３０μｍの二軸延伸フィルムを所定の長さに亘って連続的に製膜して熱収
縮性ポリエステルフィルムからなるフィルムロールを得た。
【００９４】
＜ラベルを装着した包装体の作製＞
　上記の如く得られたフィルムロールを、約２００ｍｍの幅にスリットした上で、所定の
長さに分割して巻き取ることによって小型のスリットロールを作成し、そのスリットロー
ルに、予め東洋インキ製造（株）の草・金・白色のインキを用いて、ラベル用の印刷（３
色印刷）を繰り返し施した。また、各ラベル用印刷毎に、フィルムロールの長手方向と直
交する方向に、フィルム全幅に亘るミシン目（約４ｍｍ間隔で約１ｍｍ径の円が連続する
ミシン目を）を、約２２ｍｍの間隔で２本平行に形成した。そして、ラベル用の印刷が施
されたロール状のフィルムの片方の端部を、５００ｍｌのＰＥＴボトル（胴直径　６２ｍ
ｍ、ネック部の最小直径２５ｍｍ）の外周の一部に塗布した粘着剤の上に重ねることによ
って接着し、その状態で、ロール状のフィルムを所定の長さだけ引き出して、ＰＥＴボト
ルの外周に捲回させた。しかる後、ペットボトルの外周で重なり合った熱収縮性フィルム
同士を約２４０℃に調整した溶断シール刃によって溶断シールすることによって、ペット
ボトルの外周にラベルを被覆させた。そして、Ｆｕｊｉ　Ａｓｔｅｃ　Ｉｎｃ製スチーム
トンネル（型式；ＳＨ－１５００－Ｌ）を用い、ラベルを被覆させたペットボトルを、通
過時間２．５秒、ゾーン温度８０℃の条件下で通過させ、５００ｍｌのＰＥＴボトルの外
周においてラベルを熱収縮させることによってラベルの装着を完了した。なお、装着の際
には、ネック部においては、直径４０ｍｍの部分がラベルの一方の端になるように調整し
た。そして、上記の如く得られた熱収縮性フィルム、ラベル（装着前後）、および包装体
（ラベルを装着したペットボトル）の特性を上記した方法によって評価した。評価結果を
表３，４に示す。
【００９５】
［実施例２］
　ポリエステル１とポリエステル２を重量比７０：３０で混合して押出機に投入した以外
は、実施例１と同様の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した。また、実施例
１と同様の方法によってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によってペ
ットボトルの外周に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、および包
装体の特性を実施例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【００９６】
［実施例３］
　テンター（第１テンター）における横方向の延伸倍率を５．０倍に変更した以外は、実
施例１と同様の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した。なお、二軸延伸熱収
縮性ポリエステルフィルムの厚みは約２４μｍであった。また、実施例１と同様の方法に
よってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によってペットボトルの外周
に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、および包装体の特性を実施



(19) JP 5868898 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【００９７】
［実施例４］
　テンター（第１テンター）における中間熱処理の温度を１４０℃に変更した以外は、実
施例１と同様の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した。なお、二軸延伸熱収
縮性ポリエステルフィルムの厚みは約２４μｍであった。また、実施例１と同様の方法に
よってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によってペットボトルの外周
に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、および包装体の特性を実施
例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【００９８】
［実施例５］
　縦延伸機における延伸ロールの温度を９２℃に変更し、長手方向の延伸倍率を５．０倍
に変更した以外は、実施例１と同様の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した
。なお、二軸延伸熱収縮性ポリエステルフィルムの厚みは約１８μｍであった。また、実
施例１と同様の方法によってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によっ
てペットボトルの外周に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、およ
び包装体の特性を実施例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【００９９】
［実施例６］
　縦延伸機における延伸ロールの温度を９２℃に変更し、長手方向の延伸倍率を７．０倍
に変更した以外は、実施例１と同様の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した
。なお、二軸延伸熱収縮性ポリエステルフィルムの厚みは約１３μｍであった。また、実
施例１と同様の方法によってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によっ
てペットボトルの外周に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、およ
び包装体の特性を実施例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【０１００】
［比較例１］
　上記したポリエステル３を押出機に投入し、２６５℃で溶融させてＴダイから押出し、
表面温度３０℃に冷却された回転する金属ロールに巻き付けて急冷することにより、厚さ
が３６０μｍの未延伸フィルムを得た。なお、未延伸フィルムの引取速度は、実施例１と
同様にした。しかる後、その未延伸フィルムを、複数のロール群を連続的に配置した縦延
伸機（第１縦延伸機）へ導き、予熱ロール上で予備加熱した後に、表面温度８８℃に設定
された延伸ロール間で２．７倍に延伸した。さらに、長手方向に延伸したフィルムを横延
伸ゾーンと熱処理ゾーンとを連続的に設けたテンター（第１テンター）へ導き、横延伸ゾ
ーンにて９７℃の延伸温度で横方向に９７℃で３．５倍延伸した後に、熱処理ゾーンにて
１２５℃で熱処理した。しかる後、熱処理後のフィルムを、複数のロール群を連続的に配
置した縦延伸機（第２縦延伸機）へ導き、予熱ロール上で予備加熱した後に、表面温度９
８℃に設定された延伸ロール間で１．５倍に再度縦延伸した。さらに、再度縦延伸したフ
ィルムをテンター（第２テンター）へ導き、８５℃の熱処理した後に冷却し、両縁部を裁
断除去することによって、約３５μｍの二軸延伸フィルムを所定の長さに亘って連続的に
製膜して熱収縮性ポリエステル系フィルムロールを得た。なお、熱処理後冷却前のフィル
ムの表面温度は約７５℃であり、約２．０秒で約２５℃まで冷却した（冷却速度＝２５℃
／秒）。また、実施例１と同様の方法によってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と
同様の方法によってペットボトルの外周に装着した。そして、得られたフィルム、装着前
後のラベル、および包装体の特性を実施例１と同様の方法によって評価した。評価結果を
表３，４に示す。
【０１０１】
［比較例２］
　テンター（第１テンター）における中間熱処理の温度を７０℃に変更した以外は、実施
例１と同様の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した。また、実施例１と同様
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の方法によってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によってペットボト
ルの外周に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、および包装体の特
性を実施例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【０１０２】
［比較例３］
　未延伸フィルムをテンターへ導き、フィルム温度が９０℃になるまで予備加熱した後に
、７５℃の延伸温度で横方向に８．０倍延伸して冷却し、両縁部を裁断除去することによ
って、約４５μｍの横一軸延伸フィルムを所定の長さに亘って連続的に製膜して熱収縮性
ポリエステル系フィルムロールを得た。なお、熱処理後冷却前のフィルムの表面温度は約
７５℃であり、約２．０秒で約３５℃まで冷却した（冷却速度＝２０℃／秒）。また、実
施例１と同様の方法によってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によっ
てペットボトルの外周に装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、およ
び包装体の特性を実施例１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
なお、比較例３のフィルムにおいては、幅方向が主収縮方向になっており、長手方向が主
収縮方向と直交する方向になっている。
【０１０３】
［比較例４］
　第２縦延伸機で再度縦延伸する際の延伸倍率を３．０倍にした以外は、比較例１と同様
の方法によって熱収縮性フィルムを連続的に製造した。また、実施例１と同様の方法によ
ってラベルを作製し、そのラベルを実施例１と同様の方法によってペットボトルの外周に
装着した。そして、得られたフィルム、装着前後のラベル、および包装体の特性を実施例
１と同様の方法によって評価した。評価結果を表３，４に示す。
【０１０４】
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【表３】

【０１０５】
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【表４】

【０１０６】
　表３から明らかなように、実施例１～６で得られたフィルムは、いずれも、主収縮方向
である長手方向への収縮性が高く、主収縮方向と直交する幅方向への収縮性は非常に低か
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った。また、実施例１～６で得られたフィルムは、いずれも、溶剤接着強度が高く、長手
方向の厚み斑が小さく、ラベル密着性が良好で収縮斑もなく、収縮仕上がり性が良好であ
った。さらに、実施例１～６の熱収縮性ポリエステル系フィルムは、ミシン目開封性が良
好である上、自然収縮率が小さく、製造されたフィルムロールにシワが発生することがな
かった。そして、各実施例で得られた熱収縮性ポリエステル系フィルムからなるラベルを
包装した包装体は、いずれもラベルのミシン目開封性が良好であり、ラベルをミシン目に
沿って適度な力で綺麗に引き裂くことが可能であった。
【０１０７】
　それに対して、比較例１で得られた熱収縮性フィルムは、熱収縮率が不十分であり、ラ
ベル密着性が不良で収縮斑が生じた。また、比較例２で得られた熱収縮性フィルムは、い
ずれもフィルム幅方向の熱収縮率が高く、ラベル密着性が不良で収縮斑が生じた。また、
比較例４で得られたフィルム（主収縮方向が幅方向）は、主収縮方向と直交する方向の熱
収縮率が大きく、収縮斑が生じた上、自然収縮率が大きく、製造されたフィルムロールに
シワが発生した。また、各比較例で得られた熱収縮性ポリエステル系フィルムからなるラ
ベルを包装した包装体は、ラベルのミシン目開封性が不良であり、ラベルをミシン目に沿
って適度な力で綺麗に引き裂くことができなかったものの比率が高かった。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明の包装体は、上記の如く優れた特性を有しているので、各種の物品の包装用用途
に好適に用いることができる。
【符号の説明】
【０１０９】
　Ｆ・・フィルム。
 

【図１】
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